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入居者・介護・看護・調理員  随時募集中

住宅型有料老人ホーム・訪問介護
デイサービス・居宅介護支援

随時見学 受付中!!
〒037－0632 青森県五所川原市大字高野字北原225
℡  0 1 7 3 ‒ 2 6 ‒ 7 1 6 1
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問い合わせ先…環境対策課　内線2364

　使用済みの検査用試薬キットは「燃やせないごみ」
となります。捨てる際は、次の点にご注意ください。

ごみの出し方

①ポリ袋などに入れ、空気を抜いた上で、袋の口をし
ばってください。

②上記①の袋ごと、市の指定ごみ袋に入れ、散乱しな
いよう、袋の口をしっかりとしばってください。

③「燃やせないごみ」の日に、各地区の集積所に出し
てください。

注意事項

▽「プラスチック類リサイクル」ではありません。

▽針が付いている検査用試薬キットは、市で処理でき
ません。購入店などに廃棄方法をお問い合わせくだ
さい。

▽燃やせないごみとして回収する検査用試薬キットは、
家庭から出されたものに限ります。

　新型コロナウイルスなどの感染症に感染した方やそ
の疑いのある方が使用したマスクやティッシュなどの
ごみを捨てる際は、次の点にご注意ください。

ごみの出し方

①使用済みマスクやティッシュペーパーなどには、直
接触れないでください。

②ごみ袋は、空気を抜いた上で、しっかりとしばって、
「燃やせるごみ」として出してください。

注意事項

▽ごみを捨てた後は、石鹸などを使って、
　流水で手をよく洗ってください。

＊新型コロナウイルスなどの感染症対策としてのごみ
の出し方については、環境省ホームページにも掲載
されていますので、ご確認ください。

　ごみ捨てを適正に行うことで、ごみ収集作業員だけではなく、家庭の感染症対策にもなりますので、ご協力を
お願いします。

　市では、債権管理の適正化を図り、公正かつ円滑な
行財政運営に資することを目的として「五所川原市債
権管理条例」の制定に向けた準備を進めています。　     
　この条例の制定にあたり、下記のとおり、市民の皆
さんからの意見を募集しています。
意見募集期限…２月16日㈭まで
閲覧場所…収納課、市役所・各総合支所行政資料スペ

ース、市ホームページ
意見の提出について

▽様式は任意とします。

▽使用する言語は日本語とします。

▽郵送（〒037−8686　五所川原市字布屋町41番地1）、
ＦＡＸまたは電子メールでの提出とします。

▽住所・氏名（法人等の場合はその名称・事務所所在
地等の連絡先・代表者氏名）を記載してください。
＊住所・氏名が記載されていない場合は、提出意見と

して取り扱わない場合があります。

問い合わせ・意見の提出先
　収納課　内線2275　FAX35−3617
　電子メール　2203pbc@city.goshogawara.lg.jp

「五所川原市債権管理条例」（案）

１．検査用試薬キットの捨て方 ２．使用済みマスクなどの捨て方　　

感染症対策のための「家庭ごみの出し方」にご注意を

皆さんの意見を市政に反映させましょう！

パブリックコメント（意見公募手続）を実施しています

9五所川原市役所　☎35－2111


